
イベント実施仕様書 

 

 

１ 委託業務名  海王丸パークフェスティバル企画運営業務 

２ 委 託 期 間  契約締結の日から令和７年７月 22日（火）まで 

３ 委 託 金 額 

  委託費は天候に関わらず１，５００，０００円（消費税及び地方消費税相 

当分を含む）の定額とするものとする。 

➢ イベントにおける利用料及びフードコーナー売上金収入による全ての収入

は、受託者の収入となるので、この収入を見込んだうえで事業計画及び資金

計画をたてること。 

４ 委託業務内容 

イベントの企画、運営、設営、撤去に係る一切の業務で下記事項を満たすこと。 

 (1) 基本的事項 

・本イベントは、海の日を記念し、帆船海王丸及び海王丸パークを通して、県民

が海のことを考え、海に親しみ、海を大切にする機会とすることを目的として開

催する。この目的に沿ったイベント実施案を提案すること。 

     ・雨天時においても、来場者にとって魅力のあるイベントとすること。 

     ・国が推進するカーボンニュートラルを普及啓発する内容を含ませること。 

(2) イベント内容 

①  フードコーナー（２日間とも設置すること。） 

➢ 買って直ぐに食べられるものとすること。（出来る限り子供向けのフードコ

ーナーとなるよう配慮すること。）ただし、露天商の参加はできないものと

する。 

➢ 子供向けイベントのため、アルコールの提供は不可とする。 

➢ 売上金の徴収割合については、受託者において設定すること。 

➢ 消火器の設置等、消防法で決められた安全対策を必ず行うこと。 

➢ パーク内の石床・タイルが汚れないように調理スペース下・飲食テーブル下

にビニールシート等を敷くこと。 

➢ 発電機を使用する場合は、周囲の安全確保を必ず行うこと。 

②  企画物 

➢ 海上における企画を各日で１つ以上設けること。 

➢ 持ち込み遊具等を用いた企画を３つ以上設けること（２日間とも）。 

➢ イベントを盛り上げるショーや演奏またはこれに類するものを１つ以上設

けること（両日でなくてよい）。 

➢ 企画物に関して、有料とする場合は主催者側に連絡し、主催者側の同意を得

ること。 

➢ 原則受注者において全ての対応を行うこと。 

 

 

 



(3) 広告 

① イベント開催告知広告 

マスメディアを活用し告知広告を行うこと。 

➢ 使用メディアは問わない。 

予算の範囲内で最適なメディア提案を行うこと。 

② 次の内容のイベントチラシの作成を行うこと。 

➢ 作成部数等：Ａ４版 両面カラーで８，０００枚 

➢ 作成にあたっての留意事項 

・帆船海王丸のマスコットキャラクター「カージくん」を使用すること。 

・カーボンニュートラルを PRすること。 

・受託者名およびその連絡先を明記すること。 

➢ 納期：令和７年６月 17日（火）まで 

(4) 会場設営、運営 

・ 本部及び救護所を設置すること。 

・ 本部及び救護所は来場者が認知できるよう表示すること。 

・ 本部はチケット販売・インフォメーション用として活用、救護所は来園者の軽

傷及び体調不良者の対応をすること。 

・ 救護所においては、軽傷者用として救急セット(絆創膏、消毒液等)、体調不良

者用として休憩ができる椅子等を備えること。 

・ 交通誘導員は少なくとも１日当たり３名以上は配置することとし、うち１名は

海王丸パーク手前（南側に約１００ｍ）にある万葉線踏切付近の交差点に配置

すること。 

・ 交通整理の基本的考え方と交通誘導員配置計画及びイベント案内看板配置計画

を提出すること（主催者から配置に関する指示があった場合は配置変更を検討

すること）。 

・ 会場案内・交通整理など来場者に分かりやすい看板配置を行うこと。 

・ 看板については、主催者が所有するもの（駐車場案内看板７枚ほか）を利活用

可能とする。ただし利用する際には事前に主催者の同意を得ること。 

・ 電源や音響は、原則受託者で準備すること。 

・ なごクルーズ（後述）の受付員として１名配置すること。（７月 21日のみ） 

・ その他イベントに必要な備品等は原則受託者において準備すること。 

・ 設置物等には風対策を実施すること。 

・ 連絡責任者を明記すること。 

(5) 保険 

   主催者では年間で施設所有（管理）者賠償保険に加入している。 

この保険は、施設の欠陥や施設内で行われるイベントによって生じた対人・対

物事故による損害を補償しているが、この保険で補償できる場合であっても、受

託者に過失がある場合はその者に求償される場合があるので、留意すること。 

また、この保険は、生産物に起因する事故（飲食物が原因の食中毒など）に 

   は保険金を支払えないので、対応できるよう受託者が保険に加入すること。 

 

 



(6) イベント期間中に主催者側で行う主な行事 

 ・令和７年７月 20日（日）   海王丸の総帆展帆注１ 

  ・令和７年７月 21日（月・祝） なごクルーズ注２ 

(7) その他 

  ・設営、運営等でパーク内施設（植栽や芝生、石床含む）に汚れがつく、又は破損

した場合、その原状復帰はすべて受託者の責任において行うこととなるので、養

生等を行うなど留意すること。 

  ・イベントに関するトラブルが発生した場合は原則受託者において対応するものと

し、都度主催者側に情報共有を図ること。 

  ・主催者の指示には適宜従うこと。 

 ・この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めのない

事項については、必要に応じて主催者と受託者が協議するものとする。 

  

注１…年 10 回程度、県内外から多くのボランティアの方々の協力を得て帆船海王丸

の帆を広げ、海の貴婦人と呼ばれる優美な姿を見せる海王丸パークの花形イベ

ント。 

・事業実施日等 

令和７年７月 20日（日）10：00～11：30頃（展帆作業） 

            14：00～15：30頃（畳帆作業） 

 

注２…主催者が所有するモーターボートで帆船海王丸の周囲を１周するもの。 

・事業実施日等 

令和７年７月 21日（月・祝）10：00～11：30（受付開始 15分前から） 

13：30～15：00（受付開始 15分前から） 

(所要時間：１周あたり 10分程度) 

 

※展帆・畳帆作業中、号令に影響が生じないよう大音量での音響の使用は控えること。 

 


